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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

平成24年12月25日（火）議事日程 

              開 議（午前10時） 

 日程第１  議案第60号 鹿島市空き家等の適正管理に関する条例の制定について（委員

長報告、質疑、討論、採決） 

 日程第２  議案第61号 鹿島市定住促進住宅条例の制定について（委員長報告、質疑、

討論、採決） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前10時 開議 

○副議長（松尾勝利君） 

 おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元の日程表どおりといたします。 

      日程第１ 議案第60号 

○副議長（松尾勝利君） 

 それでは、日程第１．議案第60号 鹿島市空き家等の適正管理に関する条例の制定につい

ての審議に入ります。 

 去る12月10日の本会議において、総務建設環境委員会に付託されました議案第60号 鹿島

市空き家等の適正管理に関する条例の制定について、総務建設環境委員会の審査結果は、お

手元に配付いたしております委員会審査報告書写しのとおりであります。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

平成24年12月14日 

鹿島市議会 

議長 橋 川 宏 彰 様 

総務建設環境委員会     

委員長 福 井   正   

総務建設環境委員会審査報告書 

 平成24年12月10日の本会議において付託されました議案第60号「鹿島市空き家等の適正管

理に関する条例の制定について」は、12月14日に委員会を開き、審査の結果、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 以上、会議規則第98条の規定により報告します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 委員長の審査経過及び結果の報告を求めます。総務建設環境委員長福井正君。 

○総務建設環境委員長（福井 正君） 
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 おはようございます。去る12月10日の本会議において、総務建設環境委員会に付託されま

した議案第60号 鹿島市空き家等の適正管理に関する条例につきまして、審査状況及び結果

について御報告を申し上げます。 

 まず、議案第60号 鹿島市空き家等の適正管理に関する条例を執行部より次の報告を受け

ました。 

 全国の傾向は。平成24年７月１日時点で73市町で制定されている。県内でもほとんどの市

町が本年度中に制定の予定。ただ、国の統一されたものが示されていない。先進地を参考に

４市４町で勉強会を経て、この案を作成した。 

 条例内容は次のとおり。 

 目的。防災、防犯を目的としている。 

 定義。ア、常時無人の状態にある建物。イ、管理されていない門扉、塀、看板等の工作物、

所有者の責務、民法の規定により管理不足のため空き家が危険な状態になり、他人に障害が

生じ、損害賠償責任を負うことになった場合、その管理義務は所有者に課せられる。 

 情報提供。危険な状態にある空き家等については、市長にその情報提供をする。 

 調査。まず、空き家等及びその所有者等の確認調査、聞き取り調査、現地調査を行う。場

合によっては立入調査を行う。 

 助言または指導。調査後、危険な状態が認められた場合は、所有者に解体、修繕、または

防護壁やネットの設置など適正管理の処置の助言等を文書で行う。 

 勧告。相当期間が経過しても処置がなされない場合は、期限を明示して、文書により勧告

する。 

 助成。行う意思があるが、資力がないために行えない場合などは費用の一部を助成する。 

 命令。勧告を行い、履行期間が過ぎても処置がなされない場合は、期限を明示して文書で

命令する。 

 公表。命令を行い、履行期間が過ぎても処置がなされない場合は、空き家等に関する情報

を告示、広報し、ホームページ等で公表する。 

 実行処置。不履行をそのままにしておくと重大な危険を及ぼし、もしくは著しく公益に反

する場合は、審議会へ諮問をし、関係各課の協議を経て実行処置を行う。 

 審議会。市長の諮問機関（鹿島市空き家等適正管理審議会）を設置し、重要事項について

審議する。委員は建築士、土地家屋調査士、弁護士、地区の代表者などを想定している。関

係機関との連携、警察、消防、道路管理者など関係機関と連携を行う。 

 個人情報。市の保有する個人情報（住民基本台帳、戸籍など）を必要な限度において利用

できる。 

 告知方法。所在不明、心神喪失等により通知できないときは民法の規定する公示の方法に

よる。この条例は平成25年４月１日から施行する。 
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 以上の説明の後、審議を行いました。 

 質問 全国で70市町以上で制定されているが状況は。 

 答弁 73市町が制定しているが、今現在、県内では４市４町が検討中である。73市町の条

文の内容は、勧告65、命令49、公表38、罰則５、代執行16。 

 質問 鹿島市では罰則はないようだが、罰則はどういう内容か。 

 答弁 全国では５あるが、鹿島市ではそこまで考えていない。 

 質問 半壊と完全倒壊とあるが、わかるものがあれば教えてほしい。 

 答弁 完全倒壊は危険な状態とは考えていない。調査の結果は完全倒壊はほとんど確認で

きなかった。半壊がほとんどである。個人情報の守秘義務があるので、写真は公表で

きない。 

 質問 所有者が死亡して相続人が複数いる場合で意見が合わない場合は。 

 答弁 危険な状態を解消するのが一番の目的であり、最終的に所有者がするために協力の

もとに判断をし、助成をする。 

 質問 例えば、道路等に影響がある場合、強制的にできないのか。 

 答弁 道路に公益的に被害がある場合は、最終的には実行処置をする場合があるが、なる

べくその前に解決するよう努力したい。 

 質問 全国に代執行が16あるが、どういう内容か。 

 答弁 それらは代執行法でできるものだが、鹿島市では道路交通法や建築基準法、消防法

などに重きを置いて行いたい。他の市町はわからない。 

 質問 自営業の店の部分も該当するのか。 

 答弁 該当する。 

 質問 第15条の２はどういうことをするのか。 

 答弁 裁判所が認めた場合、裁判所や市役所に公示をすることができる。 

 質問 所有者が不明の場合、実行処置をするのか。 

 答弁 そのとおり。 

 質問 １軒当たりの市の費用はどれくらい。 

 答弁 助成は１軒500千円を上限、それ以外では調査費用や審議会の費用、１回約25千円。 

 質問 放置され危険な場合は代執行で撤去するのか。 

 答弁 その場合、最終的には代執行で撤去をする。その費用は所有者から払ってもらう。

ただし、最終手段のため、その前に努力する。法律による罰則規定もあるので、所有

者の責任をまず第一に説明し、最後の手段として考えている。また個人からの費用回

収も難しいが、危険度の高いものは早急にする必要がある。 

 質問 本会議で空き家が172戸、そのうち管理不良が81戸あると聞いたが、地区別にわか

るか。 
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 答弁 172戸は空き家バンクも含む数。嘱託員の調査によるもので、管理不全の81戸のう

ち、危険なものが26戸あった。地区は北鹿島12、鹿島19、能古見19、浜９、古枝５、

七浦17の計81戸。 

 質問 市営住宅を待機している人にあっせんできないか。 

 答弁 空き家の有効活用ということだが、現在、空き家バンクに登録が17件あるが、市営

住宅希望者は低所得者なので、所有者と条件が合えばよいが、マッチングが難しい。

この提言は担当のまちなみ建設課に伝える。 

 質問 危険な家屋を調査から撤去まで期間はどれくらいかかるか。 

 答弁 調査して助言、指導、実行となるが、１つのステップとして30日ぐらいが適当と考

える。 

 質問 パブリックコメントの内容を聞きたい。 

 答弁 ホームページで掲載されているが、１、敷地内の樹木の制限をしては。２、危険の

定義でアとイがあるが、風雨や立ち枯れによる倒木、枝のはみ出し、かび、害虫の衛

生面も入れたら。３、判断は誰がするのか。４、空き家の資産の再活用を盛り込めな

いか。 

 質問 81戸の持ち主に連絡は。 

 答弁 現在、まだ調査、審議中であり、緊急性はまだない。 

 質問 放置すると青少年のたまり場になるので、早く処置をしてほしい。ページ３の２条

の３に所有者とあるが、破産勧告をして抵当に入っている場合は。 

 答弁 基本は所有者から言ってもらうが、市からも円滑にいくよう連絡したい。 

 質問 田舎の場合は所有者不明が多いが、そこまで拘束力があるのか。 

 答弁 あくまで危険を解除することを優先したい。 

 質問 解体後、所有者から文句が出ないのか。また、固定資産税が発生していると思うの

で、税務課で把握できないか。 

 答弁 代執行は最終手段と考えている。14条であるように、個人情報を税務課より得るこ

とはできる。 

 質問 制定の法的根拠は。 

 答弁 根拠より独立の条例として考えている。所有者の責務でまずはお願いする。最終的

には自己処置になる。別法律がある場合は、それを吟味しながら審議会の中で検討す

る。 

 以上の質疑の後、討論、採決した結果、議案第60号 鹿島市空き家等の適正管理に関する

条例は総務建設環境委員会において起立全員で採択されました。 

 以上、報告を終わります。 

○副議長（松尾勝利君） 
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 ただいまの委員長報告に対し、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（松尾勝利君） 

 質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（松尾勝利君） 

 討論を終わります。 

 採決します。議案第60号 鹿島市空き家等の適正管理に関する条例の制定については、委

員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○副議長（松尾勝利君） 

 着席ください。起立全員であります。よって、議案第60号は提案のとおり可決されました。 

      日程第２ 議案第61号 

○副議長（松尾勝利君） 

 次に、日程第２．議案第61号 鹿島市定住促進住宅条例の制定についての審議に入ります。 

 去る12月10日の本会議において、総務建設環境委員会に付託されました議案第61号 鹿島

市定住促進住宅条例の制定について、総務建設環境委員会の審査結果は、お手元に配付いた

しております委員会審査報告書写しのとおりであります。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

平成24年12月14日 

鹿島市議会 

議長 橋 川 宏 彰 様 

総務建設環境委員会     

委員長 福 井   正   

総務建設環境委員会審査報告書 

 平成24年12月10日の本会議において付託されました議案第61号「鹿島市定住促進住宅条例

の制定について」は、12月14日に委員会を開き、審査の結果、原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 以上、会議規則第98条の規定により報告します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 委員長の審査経過及び結果の報告を求めます。総務建設環境委員長福井正君。 

○総務建設環境委員長（福井 正君） 
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 それでは、報告をいたします。 

 去る12月10日の本会議において、総務建設環境委員会に付託されました議案第61号 鹿島

市定住促進住宅条例についての審査状況及び結果について御報告申し上げます。 

 まず、執行部より次の報告を受けました。 

 120戸の管理運営に責任の重さを感じている。地域に貢献できる住宅として集会所や遊具

等も充実したい。また、市内の企業30社、1,980名に広報をしたい。 

 条例内容は次のとおり。 

 目的。市外からの移住及び転入者、子育て世帯等の本市への定住を促進する。なお、市営

住宅とはその位置づけは異なる。 

 定義。公営住宅法による市営住宅とは区分を明確にするため、周辺市営住宅以外のものと

定義をしている。収入とは主たる生計者の過去１年間における所得金額を12で除した額をい

う。 

 入居の公募。公募は２以上の方法により実施、春と秋の２期実施する。 

 公募の例外。火災、自然災害等による被災者の一時受け入れ等のため５室程度確保する。 

 入居できる条件。税の滞納なし、同居親族あり、暴力団員でない等、収入の額は主たる生

計者の一月の所得を家賃の３倍以上としている。 

 入居の申し込み。市外からの転入者、主に子育て世帯の優遇入居などを規則で定め、入居

者を決定する。 

 補欠入居。入居順位のうち、上位の該当者を補欠決定者とする。 

 賃貸契約。契約関係は民法及び借地借家法の規定が適用される。 

 家賃。市営住宅家賃以上の民間住宅家賃以下の範囲で設定。階別で家賃に差をつけた。１、

２号棟と３号棟で建設年次が違うので差をつけた。市外の入居者は家賃から３千円減額。ま

た、小学校就学の時期に達する者がある場合は、さらに２千円減額。この優遇措置は入居か

ら２年間。 

 敷金。家賃の２カ月分。市外からの入居者は免除する。 

 駐車場の使用。普通自動車1,300円、軽自動車600円。現在、普通自動車1,995円、軽自動

車1,365円が徴収されているが、市の歳入は維持し、既存の入居者にとっては負担軽減にな

る。 

 入居者の費用負担義務。し尿くみ取り費用は年２回程度実施の浄化槽の汚泥くみ取りを想

定。 

 定住促進住宅管理人。市と入居者の連絡調整を行う管理人を置く。手当を年30千円から40

千円支給する。 

 修繕費用の負担。施設の老朽化に伴う修繕は市の負担。居室の電球、ガラスの破損、故意

による破損については入居者の負担。 
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 退去。退去予定者に対し、修繕指導を行う。30日前までの届け出期間を定めている。 

 過料。詐欺、その他不正行為で家賃を免れた者は過料を科す。 

 既存入居者に係る特例。現在、入居されている55戸の方は引き続き入居可能とする。 

 以上の説明の後、審議を行いました。 

 質問 ページ８の４の意味がよくわからないが。 

 答弁 市外の居住、入居者について、新婚の単身入居で後からもう一人の方が来られる場

合でも優遇措置（入居してから２年間５千円を上限）を受けられる。 

 質問 半年後に入居してきた場合、最初の１人のときか半年後か。 

 答弁 残りの１人が半年後に市外から入居された月から措置を受ける。 

 質問 ページ４の６条に、市長が特に必要と認める者とあるが、例えば、ＤＶ被害を受け

た人たちも入居できるのか。 

 答弁 いろいろなケースに対応できるように、あえてそのようにしている。 

 質問 その人たちの家賃の免除等は。 

 答弁 第17条に減免または猶予があり、第６条の１項によりできる。 

 質問 ４月で抽せんに漏れた人たちは。 

 答弁 年２回公募するが、次の公募まで補欠となる。途中で空き室が出た場合、その補欠

の順番で入居できる。 

 質問 今50戸が入居中だが、入居条件に当てはまらない人は出ていくのか。 

 答弁 ４月時点ではオーケー。その後、該当しない人が出た場合は市営を勧める。 

 質問 ４月にすぐ出ていくのか。 

 答弁 平成25年はそのままよい。その後、面談をして、猶予を与えて探してもらう。 

 質問 平成23年に定住促進条例の委員会をつくったが、その条例との整合性はとれている

のか。 

 答弁 今回は雇用促進住宅に関しての条例であり、定住促進条例は市全域にわたるものと

思う。今回試してみて効果があるのか見きわめていきたい。 

 質問 そのときの条例は生きているのか。 

 答弁 県内では多久市があり、目的は市外から入ってきて長年住んでもらうことである。

市全域を考えたら、子育てなどを組み合わせて効果が出るよう、他の市町も見ながら、

条例でなく要綱をつくって検討していく。市の魅力や効果が出るようなものにしてい

きたい。条例は設置しない。 

 質問 ページ13の25条の退去後は業者が入って清掃等をするのか。 

 答弁 清掃も修繕も市内の業者でする予定。 

 質問 家賃金額を安くしたら居住者がふえるのでは。 

 答弁 家賃について議論したが、民間との兼ね合いがあり、まずはこの設定でスタートさ
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せてもらいたい。その後、状況を見ていきたい。 

 質問 同居の方が来られる場合、例えば、養子もオーケーなのか。 

 答弁 市外から来られたらオーケーである。 

 質問 入居者の確認は。 

 答弁 入居の際に住民票を出してもらう。 

 質問 ４月以降、所得の少ない人の猶予期間は。 

 答弁 期間は設けていない。要件に合わない場合は逆に市営に合うので、市営を勧める。

ただし、空き室がない場合があるので、期限を設定できない。 

 質問 何年か後、子供が出ていった場合は。 

 答弁 夫婦と子供の場合は２人残るのでオーケー。母子家庭のときはできれば市営を勧め

る。 

 質問 年をとって収入が減った場合もあるが。 

 答弁 同じである。 

 質問 １階にバリアフリーがあるが、何戸あるのか。 

 答弁 ２戸。 

 質問 それはあいているのか。 

 答弁 現在あいている。 

 質問 家賃は同じか。 

 答弁 同じ。ただ、そこまで完全なバリアフリーにはなっていない。 

 以上の質疑の後、討論、採決した結果、議案第61号 鹿島市定住促進住宅条例は、総務建

設環境委員会において起立全員で採択されました。 

 以上、委員長報告を終わります。 

○副議長（松尾勝利君） 

 ただいまの委員長報告に対し、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（松尾勝利君） 

 質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（松尾勝利君） 

 討論を終わります。 

 採決します。議案第61号 鹿島市定住促進住宅条例の制定については、委員長の報告は可

決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 
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○副議長（松尾勝利君） 

 着席ください。起立全員であります。よって、議案第61号は提案のとおり可決されました。 

 よって、今期定例会は本日をもって閉会といたします。お疲れさまでした。 

午前10時23分 閉会 
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